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第一部 【企業情報】

 

第１ 【企業の概況】

 

１ 【主要な経営指標等の推移】
 

回次
第20期

第１四半期
連結累計期間

第21期
第１四半期
連結累計期間

第20期

会計期間
自 2023年１月１日
至 2023年３月31日

自 2024年１月１日
至 2024年３月31日

自 2023年１月１日
至 2023年12月31日

売上高 (千円) 1,422,986 1,934,557 6,485,207

経常損失(△) (千円) △150,760 △16,922 △693,534

親会社株主に帰属する四半期(当期)純
損失(△)

(千円) △148,108 △43,551 △661,264

四半期包括利益又は包括利益 (千円) △151,436 △43,551 △700,172

純資産額 (千円) 2,760,392 2,408,809 2,422,218

総資産額 (千円) 5,942,088 6,160,596 6,273,490

１株当たり四半期(当期)純損失(△) (円) △3.71 △1.07 △16.46

潜在株式調整後１株当たり
四半期(当期)純利益

(円) － － －

自己資本比率 (％) 45.8 39.1 38.6
 

(注) １．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載し

ておりません。

２．潜在株式調整後１株当たり四半期(当期)純利益については、潜在株式は存在するものの、１株当たり四半期

(当期)純損失であるため、記載しておりません。
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２ 【事業の内容】

当第１四半期連結累計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）において営まれている事業の内容

について、重要な変更はありません。
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第２ 【事業の状況】

 

１ 【事業等のリスク】

当第１四半期連結累計期間において、新たな事業等のリスクの発生、または、前事業年度の有価証券報告書に記載

した事業等のリスクについての重要な変更はありません。

 
 

２ 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において当社が判断したものであります。

(1)経営成績の状況

　当社グループは「働くをもっと楽しく、創造的に」というミッションのもと、人生の大半を過ごすことになる

「働く」という時間において、ただ生活の糧を得るためだけではなく、１人でも多くの人がより楽しく、自由な

創造性を存分に発揮できる社会を実現することを目指し、仕事の効率化や創造的な働き方を実現するサービスの

開発・提供に取り組んでおります。

　このようなミッションのもと、現在の主力サービスであるビジネスチャットツール「Chatwork」は国内中小企

業を中心とした顧客企業の労働生産性の向上や働き方の多様性を提供しており、国内利用者数NO1（注１）のサー

ビスとなります。中長期のビジョンとしてこのビジネスチャットの中小企業市場における圧倒的なシェアを背景

に、あらゆるビジネスの起点となるビジネス版スーパーアプリとしてプラットフォーム化していく事でさらなる

中小企業のDX化に貢献してまいります。

　当第１四半期連結累計期間においては、引き続き「Chatwork」の普及とビジネスチャットのプラットフォーム

を活かした周辺サービスの拡大に投資をおこなってまいりました。前期に実施した価格改定によるARPUの上昇、

2023年2月に連結子会社化した株式会社ミナジンによる人事労務領域へのサービス拡張、2023年6月にBPaaS（注

２）の自社サービスとしてリリースした「Chatwork アシスタント」等の施策により事業は順調に拡大をしており

ます。

　以上の結果、当第１四半期連結累計期間の経営成績は、売上高1,934,557千円(前年同四半期比36.0％増)、

EBITDA(注１) 124,756千円(前年同四半期は243千円)、営業損失13,698千円(前年同四半期は148,583千円の営業損

失)、経常損失16,922千円(前年同四半期は150,760千円の経常損失)、親会社株主に帰属する四半期純損失は

43,551千円(前年同四半期は148,108千円の親会社株主に帰属する四半期純損失)となりました。

 

セグメント別の経営成績は次の通りであります。

 
　(Chatworkセグメント)

　売上高は1,896,896千円(前年同四半期比39.1％増)、セグメント損失は18,725千円(前年同四半期は171,703千円

のセグメント損失)となりました。

 
Chatworkアカウント事業のARR（注４）、課金ID数、ARPU推移

 
2021年12月期
第４四半期

2022年12月期
第４四半期

2023年12月期
第４四半期

2023年12月期
第１四半期

2024年12月期
第１四半期

ARR（百万円） 3,447 4,425 6,180 4,639 6,285

課金ID数（万） 54.7 66.8 73.1 69.9 74.3

ARPU（円） 529.4 547.4 672.4 544.7 687.4
 

 
(セキュリティセグメント)

　セキュリティセグメントについては、引き続き当社としては積極的な事業拡大は行わない方針としておりま

す。その結果、売上高は37,660千円(前年同四半期比37.0％減)、セグメント利益は5,026千円(前年同四半期比

78.3％減)となりました。

 
(注)１．Nielsen NetView 及びNielsen Mobile NetView Customized Report 2023年5月度調べ月次利用者（MAU:Monthly

Active User）調査。調査対象はChatwork、Microsoft Teams、Slack、LINE WORKS、Skypeを含む44サービスをChatwork

株式会社にて選定。

　　２．Business Process as a Serviceの略。ソフトウェアの提供ではなく、業務プロセスそのものを提供するクラウ
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ドサービスであり、クラウド経由で業務アウトソーシング（BPO）が可能

　　３．EBITDA=営業損益+減価償却費及び無形固定資産償却費+株式報酬費用

　　４．Annual Recurring Revenueの略。毎年継続して発生する収益 MRR（Monthly Recurring Revenue、毎月繰り返し

得ることのできる売り上げ）の12倍

 
(2)財政状態の分析

 (資産)

　当第１四半期連結会計期間末における資産は、前連結会計年度末に比べて112,894千円減少し、6,160,596千円と

なりました。これは主に、前払費用が140,264千円減少したことによるものであります。

 (負債)

　当第１四半期連結会計期間末における負債は、前連結会計年度末に比べて99,484千円減少し、3,751,787千円とな

りました。これは主に、長期借入金が51,648千円減少、契約負債が24,631千円減少、流動負債その他が20,827千円

減少したことによるものであります。

 (純資産)

　当第１四半期連結会計期間末における純資産は、前連結会計年度末に比べて13,409千円減少し、2,408,809千円と

なりました。これは主に、資本金が15,070千円増加、資本剰余金が15,070千円増加、利益剰余金が43,551千円減少

したことによるものであります。この結果、自己資本比率は39.1％(前連結会計年度末は38.6％)となりました。

 
(3)経営方針・経営戦略等

 当第１四半期連結累計期間において、当社グループが定めている経営方針・経営戦略等について重要な変更は

ありません。

 
(4)会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定

 前事業年度の有価証券報告書に記載した「経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の

分析」中の会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定の記載について重要な変更はありません。

 
(5)優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題

 当第１四半期連結累計期間において、当社グループが優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題について重

要な変更はありません。

 
(6)研究開発活動

該当事項はありません。

 
３ 【経営上の重要な契約等】

(1) 会社分割 (簡易新設分割)

当社は、2024年2月9日開催の取締役会において、当社のBPaaS（Business Process as a Service）事業を、新設

分割により新設する株式会社kubellパートナーに承継させることを決議し、2024年４月１日に設立いたしました。

詳細は、「第４　経理の状況　１四半期連結財務諸表　注記事項　(追加情報)」に記載のとおりであります。

EDINET提出書類

Ｃｈａｔｗｏｒｋ株式会社(E35124)

四半期報告書

 5/19



第３ 【提出会社の状況】

 

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

 

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 120,000,000

計 120,000,000
 

 

② 【発行済株式】

 

種類
第１四半期会計期間末

現在発行数(株)
(2024年３月31日)

提出日現在
発行数(株)

(2024年５月15日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 40,708,194 40,710,994
東京証券取引所
グロース市場

単元株式数は100株であ
ります。

計 40,708,194 40,710,994 ― ―
 

(注)　提出日現在発行数には、2024年５月１日からこの四半期報告書提出日までの新株予約権の行使により発行され

た株式数は含まれておりません。

 
(2) 【新株予約権等の状況】

① 【ストックオプション制度の内容】

該当事項はありません。

 
② 【その他の新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

 
(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

　該当事項はありません。

 

(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

 

年月日
発行済株式
 総数増減数

 (株)

発行済株式
 総数残高
 (株)

資本金増減額
 

 (千円)

資本金残高
 

 (千円)

資本準備金
 増減額
 (千円)

資本準備金
 残高
 (千円)

2024年３月26日
(注１)

45,699 40,672,994 10,670 2,758,924 10,670 2,744,784

2024年１月１日～
2024年３月31日

(注２)
35,200 40,708,194 4,400 2,763,324 4,400 2,749,184

 

 　　(注)１．2024年３月26日を払込期日とする譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行によるものであります。

　　　発行価格　　 467円

　　　資本組入額　 233.5円

　　　割当先　　　 従業員50名

　２．新株予約権の行使によるものであります。
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(5) 【大株主の状況】

　当四半期会計期間は第１四半期会計期間であるため、記載事項はありません。

 

(6) 【議決権の状況】

当第１四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記載す

ることができないことから、直前の基準日（2023年12月31日）に基づく株主名簿による記載をしております。

 

① 【発行済株式】

2023年12月31日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等) 普通株式 25,200
 

― ―

完全議決権株式(その他) 普通株式 40,582,300
 

405,823 ―

単元未満株式 普通株式 19,795
 

― ―

発行済株式総数  40,627,295
 

― ―

総株主の議決権 ― 405,823 ―
 

 

② 【自己株式等】

2023年12月31日現在

所有者の氏名又は
名称

所有者の住所
自己名義所
有株式数
（株）

他人名義所
有株式数
（株）

所有株式数
の合計
（株）

発行済株式総数
に対する所有株
式数の割合
（％）

Chatwork株式会社
東京都港区西新橋一丁目１－１
WeWork日比谷 FORT TOWER

25,200 ― 25,200 0.06

計 ― 25,200 ― 25,200 0.06
 

 
２ 【役員の状況】

　前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
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第４ 【経理の状況】

 

１　四半期連結財務諸表の作成方法について

当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令

第64号)に基づいて作成しております。

 

２  監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第１四半期連結会計期間(2024年１月１日から2024年

３月31日まで)及び第１四半期連結累計期間(2024年１月１日から2024年３月31日まで)に係る四半期連結財務諸表につ

いて、EY新日本有限責任監査法人による四半期レビューを受けております。

　なお、当社の監査法人は次のとおり交代しております。

　　第20期連結会計年度　有限責任監査法人トーマツ

　　第21期連結会計年度　EY新日本有限責任監査法人
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１ 【四半期連結財務諸表】

(1) 【四半期連結貸借対照表】

           (単位：千円)

          
前連結会計年度
(2023年12月31日)

当第１四半期連結会計期間
(2024年３月31日)

資産の部   

 流動資産   

  現金及び預金 2,102,487 2,174,110

  売掛金 432,075 426,174

  前払費用 608,346 468,081

  その他 74,311 39,634

  貸倒引当金 △254 △254

  流動資産合計 3,216,966 3,107,747

 固定資産   

  有形固定資産 11,080 9,051

  無形固定資産   

   ソフトウエア 465,353 399,962

   のれん 1,029,292 999,500

   その他 704,248 793,086

   無形固定資産合計 2,198,894 2,192,549

  投資その他の資産 846,549 851,247

  固定資産合計 3,056,524 3,052,849

 資産合計 6,273,490 6,160,596

負債の部   

 流動負債   

  未払金 273,017 316,077

  未払費用 216,809 200,557

  未払法人税等 43,990 30,717

  契約負債 1,565,770 1,541,139

  賞与引当金 26,113 17,061

  短期借入金 1,300 400

  １年内返済予定の長期借入金 262,336 259,327

  その他 157,304 136,476

  流動負債合計 2,546,641 2,501,757

 固定負債   

  長期借入金 1,114,924 1,063,276

  繰延税金負債 117,432 114,199

  退職給付に係る負債 2,274 2,554

  その他 70,000 70,000

  固定負債合計 1,304,630 1,250,030

 負債合計 3,851,271 3,751,787

純資産の部   

 株主資本   

  資本金 2,748,254 2,763,324

  資本剰余金 2,734,114 2,749,184

  利益剰余金 △3,060,060 △3,103,612

  自己株式 △88 △88

  株主資本合計 2,422,218 2,408,809

 純資産合計 2,422,218 2,408,809

負債純資産合計 6,273,490 6,160,596
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(2) 【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】

【四半期連結損益計算書】

【第１四半期連結累計期間】

           (単位：千円)

          前第１四半期連結累計期間
(自 2023年１月１日
　至 2023年３月31日)

当第１四半期連結累計期間
(自 2024年１月１日
　至 2024年３月31日)

売上高 1,422,986 1,934,557

売上原価 503,449 666,020

売上総利益 919,536 1,268,537

販売費及び一般管理費 1,068,119 1,282,236

営業損失（△） △148,583 △13,698

営業外収益   

 受取利息 85 8

 助成金収入 1,213 －

 ポイント収入額 493 1,745

 雑収入 162 59

 営業外収益合計 1,954 1,813

営業外費用   

 支払利息 3,593 3,918

 為替差損 51 118

 株式交付費 70 －

 その他 416 1,000

 営業外費用合計 4,132 5,037

経常損失（△） △150,760 △16,922

税金等調整前四半期純損失（△） △150,760 △16,922

法人税、住民税及び事業税 1,697 16,172

法人税等調整額 △1,022 10,455

法人税等合計 675 26,628

四半期純損失（△） △151,436 △43,551

非支配株主に帰属する四半期純損失（△） △3,328 －

親会社株主に帰属する四半期純損失（△） △148,108 △43,551
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【四半期連結包括利益計算書】

【第１四半期連結累計期間】

           (単位：千円)

          前第１四半期連結累計期間
(自 2023年１月１日
　至 2023年３月31日)

当第１四半期連結累計期間
(自 2024年１月１日
　至 2024年３月31日)

四半期純損失（△） △151,436 △43,551

四半期包括利益 △151,436 △43,551

（内訳）   

 親会社株主に係る四半期包括利益 △148,108 △43,551

 非支配株主に係る四半期包括利益 △3,328 －
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【注記事項】

(連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更)

(1) 連結の範囲の重要な変更
該当事項はありません。

 
(2) 持分法適用の範囲の重要な変更

該当事項はありません。

 

(追加情報)

１　財務制限条項

(1) 当社は、Chatworkストレージテクノロジーズ株式会社の株式取得のため、株式会社三井住友銀行と2021年６月

29日付（借入実行日：2021年７月１日）で「金銭消費貸借契約」を締結しており、この契約に基づく借入金残高

は次のとおりであります。

 
 

前連結会計年度
(2023年12月31日)

当第１四半期連結会計期間
(2024年３月31日)

借入金残高 263,500千円 238,000千円
 

 
なお、当該契約には、下記の財務制限条項が付されております。

①2024年12月期以降、各連結会計年度末日における連結損益計算書に記載される営業損益、経常損益、及び当期

純損益をいずれも損失としないこと。

②株式会社三井住友銀行の事前の書面による承諾なしに、当社のChatworkストレージテクノロジーズ株式会社に

対する出資比率を51.0％(間接保有を含み、潜在株式等を含む)より下回らせないこと。

 
(2) 当社は、株式会社ミナジンの株式取得のため、株式会社三井住友銀行と2023年３月29日付（借入実行日：2023

年３月31日）で「金銭消費貸借契約」を締結しており、この契約に基づく借入金残高は次のとおりであります。

 
 

前連結会計年度
(2023年12月31日)

当第１四半期連結会計期間
(2024年３月31日)

借入金残高 260,000千円 245,000千円
 

 
なお、当該契約には、下記の財務制限条項が付されております。

① 四半期毎の業績資料にて、連結貸借対照表に記載される現金及び預金の金額を有利子負債以上維持すること。

② 株式会社三井住友銀行の事前の書面による承諾がない限り、当社の株式会社ミナジンに対する出資比率を

100％(間接保有を含み、潜在株式等を含む)を下回らないこと。

 
２　当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行３行と当座貸越契約及び貸出コミットメント契約を締結し

ております。

当第１四半期連結会計期間末における当座貸越極度額及び貸出コミットメントの総額は800,000千円であります。

なお、当第１四半期連結会計期間末において借入実行残高はありません。

 
３　会社分割による連結子会社新設

　当社は、2024年2月9日開催の取締役会において、当社のBPaaS（Business Process as a Service）事業を、

2024年4月1日を効力発生日とする新設分割（以下「本分割」といいます。）の方法により、当社が新たに設立す

る新設分割設立会社（以下「新会社」といいます。）に承継させることを決議し、2024年４月１日に設立いたし

ました。本分割により、株式会社ミナジンは、当社の100％子会社から、新会社の100%子会社となり、当社の孫会

社となります。

 
(1)本分割の目的

当社は、顧客の業務効率と生産性向上をサポートするため、経理業務や労務業務等のノンコア業務につい

て、ソフトウェアの提供にとどまらずそれら業務のビジネスプロセスそのものをサービスとして提供するBPaaS

事業を展開して参りました。具体的には、2023年2月にクラウド型就業管理・人事評価システム、労務アウト

ソーシングを提供する株式会社ミナジンを連結子会社化し、2023年6月には、当社にてバックオフィスの非専門
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領域全般の支援等を行うChatwork アシスタントをリリースいたしました。

本分割は、今後、当社としてBPaaS事業を拡大していくにあたり、BPaaS事業を別法人にて行うものとするグ

ループ体制の再構築を行うことで、経営の効率化や市場環境の変化に柔軟に対応できる機動的な事業運営を実

現し、当社グループの企業価値の更なる向上を目指すことを目的としております。

 
(2)本分割により新設される企業の名称

　株式会社kubellパートナー

 
(3)会社分割する事業の内容及び規模

　①会社分割する事業の内容

　BPaaS事業

 
　②会社分割する事業が属するセグメント

　　Chatworkセグメント

 
　③会社分割する事業の経営成績

 売上高　46,837千円（2023年12月期）

 
④分割する資産、負債の項目及び金額（2024年3月末時点）

資産 負債

流動資産 506,638千円 流動負債 45,410千円

固定資産 683,233千円 固定負債 70,000千円

合計 1,189,871千円 合計 115,410千円
 

 
(4)本分割の方式

本分割は、当社を分割会社とし、新会社を承継会社とする簡易新設分割であり、新会社は、当社の100％連結

子会社となります。

 
(5)本分割の日程

効力発生日 2024年4月1日
 

　　※本分割は、会社法第805条の規定する簡易分割であるため、株主総会承認決議を経ずに実施しております。
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(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

当第１四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第１四半

期連結累計期間に係る減価償却費(のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。)及びのれんの償却額は、次の

とおりであります。

 

 
前第１四半期連結累計期間
(自　2023年１月１日
至 2023年３月31日)

当第１四半期連結累計期間
(自　2024年１月１日
至 2024年３月31日)

減価償却費 94,246千円 77,722千円

のれんの償却額 27,420千円 29,791千円
 

 

(セグメント情報等)

【セグメント情報】

前第１四半期連結累計期間(自　2023年１月１日 至 2023年３月31日)

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報並びに収益の分解情報

    (単位：千円)

 

報告セグメント
合計
(注)Chatwork

セグメント
セキュリティ
セグメント

計

売上高     

　一時点で移転される財 49,702 59,781 109,484 109,484

　一定の期間にわたり移転され
　る財

 1,313,502 － 1,313,502 1,313,502

　顧客との契約から生じる収益  1,363,204 59,781 1,422,986 1,422,986

　その他の収益  － － － －

  外部顧客への売上高 1,363,204 59,781 1,422,986 1,422,986

  セグメント間の内部売上高
  又は振替高

－ － － －

計 1,363,204 59,781 1,422,986 1,422,986

セグメント利益又はセグメント
損失(△)

△171,703 23,120 △148,583 △148,583
 

(注１)セグメント利益又はセグメント損失は、四半期連結損益計算書の営業損失と調整を行っております。

(注２)当社における主力事業はChatworkセグメントであり、本社機能も含めて間接費の全てがChatworkセグメントの維

持・拡大の為に費やされていることから、間接費の全額をChatworkセグメントにて計上しております。
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当第１四半期連結累計期間(自　2024年１月１日 至 2024年３月31日)

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報並びに収益の分解情報

    (単位：千円)

 

報告セグメント
合計
(注)Chatwork

セグメント
セキュリティ
セグメント

計

売上高     

　一時点で移転される財 71,506 37,660 109,167 109,167

　一定の期間にわたり移転され
　る財

1,825,389 － 1,825,389 1,825,389

　顧客との契約から生じる収益 1,896,896 37,660 1,934,557 1,934,557

　その他の収益     

  外部顧客への売上高 1,896,896 37,660 1,934,557 1,934,557

  セグメント間の内部売上高
  又は振替高

－ － － －

計 1,896,896 37,660 1,934,557 1,934,557

セグメント利益又はセグメント
損失(△)

△18,725 5,026 △13,698 △13,698
 

(注１)セグメント利益又はセグメント損失は、四半期連結損益計算書の営業損失と調整を行っております。

 
(収益認識関係)

　顧客との契約から生じる収益を分解した情報は、「注記事項（セグメント情報等）」に記載のとおりでありま

す。

 
 
(１株当たり情報)

１株当たり四半期純損失の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 

項目
前第１四半期連結累計期間

(自 2023年１月１日
至 2023年３月31日)

当第１四半期連結累計期間
(自 2024年１月１日
至 2024年３月31日)

１株当たり四半期純損失(△) △3円71銭 △1円07銭

(算定上の基礎)   

 親会社株主に帰属する四半期純損失(△)(千円) △148,108 △43,551

 普通株主に帰属しない金額(千円) － －

 普通株式に係る親会社株主に帰属する四半期
 純損失(△)(千円)

△148,108 △43,551

 普通株式の期中平均株式数(株) 39,963,202 40,629,100
 

(注)潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、潜在株式は存在するものの、１株当たり四半期純損失

　　であるため、記載しておりません。
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２ 【その他】

該当事項はありません。
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。
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独立監査人の四半期レビュー報告書
 

2024年５月15日

Ｃｈａｔｗｏｒｋ株式会社

取締役会  御中

　

ＥＹ新日本有限責任監査法人

東京事務所
 

　

指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 伊　　藤　　正　　広  

 

　

指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 西　　口　　昌　　宏　  

 

 

 
監査人の結論

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられているＣｈａｔｗｏｒ

ｋ株式会社の2024年１月１日から2024年12月31日までの連結会計年度の第１四半期連結会計期間（2024年１月１日から

2024年３月31日まで）及び第１四半期連結累計期間（2024年１月１日から2024年３月31日まで）に係る四半期連結財務

諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書及び注記について四半期

レビューを行った。

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認

められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、Ｃｈａｔｗｏｒｋ株式会社及び連結子会社の2024年３月31日現在

の財政状態及び同日をもって終了する第１四半期連結累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項が

全ての重要な点において認められなかった。

 
監査人の結論の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行っ

た。四半期レビューの基準における当監査法人の責任は、「四半期連結財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責

任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立

しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠

を入手したと判断している。

 
その他の事項

会社の2023年12月31日をもって終了した前連結会計年度の第１四半期連結会計期間及び第１四半期連結累計期間に係

る四半期連結財務諸表並びに前連結会計年度の訂正後の連結財務諸表は、それぞれ、前任監査人によって四半期レ

ビュー及び監査が実施されている。前任監査人は、当該四半期連結財務諸表に対して2023年５月12日付けで無限定の結

論を表明しており、また、当該訂正後の連結財務諸表に対して2024年５月15日付けで無限定適正意見を表明している。

四半期連結財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結

財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸

表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

四半期連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき四半期連結財務諸表を作成することが

適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に基づいて

継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

 
四半期連結財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責任
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監査人の責任は、監査人が実施した四半期レビューに基づいて、四半期レビュー報告書において独立の立場から四半

期連結財務諸表に対する結論を表明することにある。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に従って、四半期レビューの過程を通

じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・　主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対する質問、分析的手続その他の四半期レ

ビュー手続を実施する。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠し

て実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

・　継続企業の前提に関する事項について、重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が

認められると判断した場合には、入手した証拠に基づき、四半期連結財務諸表において、我が国において一般に公

正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、適正に表示されていないと信じさせる事項が認め

られないかどうか結論付ける。また、継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、四半期レ

ビュー報告書において四半期連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する四半期

連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、四半期連結財務諸表に対して限定付結論又は否定的結論を表明する

ことが求められている。監査人の結論は、四半期レビュー報告書日までに入手した証拠に基づいているが、将来の

事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・　四半期連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の

作成基準に準拠していないと信じさせる事項が認められないかどうかとともに、関連する注記事項を含めた四半期

連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに四半期連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示してい

ないと信じさせる事項が認められないかどうかを評価する。

・　四半期連結財務諸表に対する結論を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する証拠を入手する。

監査人は、四半期連結財務諸表の四半期レビューに関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単

独で監査人の結論に対して責任を負う。

監査人は、監査等委員会に対して、計画した四半期レビューの範囲とその実施時期、四半期レビュー上の重要な

発見事項について報告を行う。

監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並

びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じてい

る場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について

報告を行う。

 
利害関係

会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな

い。

以　上
 

(注) １．上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報

告書提出会社)が別途保管しております。

２．XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていません。
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